
 

議 案 第   号 

 

 

 

財 産 の 取 得 に つ い て 

次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  備品 

２ 財産の内容  児童・生徒用情報端末等 

３ 設 置 場 所  富士見市立鶴瀬小学校ほか１６校 

４ 取 得 金 額  ６９３，９９０，０００円 

 

 

令和２年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

市立小学校及び中学校の児童・生徒用情報端末等として、上記のとおり財産を取得

したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、この案を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 



資 料 

１ 児童生徒用コンピュータ機器 

 

（１）Ｗｉｎｄｏｗｓ：６，４３５台（Windows OS／11.6インチ／2 in 1型） 

小学校３年生から中学校３年生までの児童生徒用として 

※メーカー５年間保証付き（落下、水濡れ等にも対応） 

 

（２）ｉ－Ｐａｄ：１，９５１台（i-Pad 第 8世代／10.2インチ） 

   小学校１年生及び小学校２年生の児童用として 

   ※キーボードカバー付き（耐久耐水性を有し、保護カバーを兼ねるもの） 

 

２ ソフトウエア等仕様詳細 

 

（１）デジタルドリル教材  

クラウドサービス及びローカル（インストール）のどちらも利用可能なもの 

 

（２）フィルタリング 

   ＧＩＧＡスクール構想に対応しているクラウドサービス 

 

３ 各種設定及び設置等 

 

基本設定、ソフトウエアインストール、ネットワーク設定、クラウド環境設定、 

ユーザー設定等 

 


